


ひひときわ優れた組成

安安定した供給

ササステナブルな農業手法

革革新はブッシェルを超える

米米国大豆の長所

序文と概要

全米大豆基金財団（USB）、アメリカ大豆協会（ASA）ならびにアメリカ大豆輸出協会（USSEC）を含むアメリカの

大豆生産者団体一同は、環境、経済および社会部門の重要達成度指標（KPI）の改善を通してアメリカ大豆のサ

ステナビリティをさらに高める全国戦略に同意しました。

米国大豆の長所の基礎は、革新です。これは継続的改善への投資と顧客ニーズに応えることを重視します。

今日、米国大豆の長所は、我が国の大豆と大豆製品のひときわ優れた組成と安定した供給、さらには303,191

戸の大豆農家の持続可能性ある手法によって強化されています。

米国大豆は、食事や栄養面で極めて優れており、タンパク質、アミノ酸、エネルギーをまとめ

て摂取できるほか、優れた油の機能と性能を有します。こうした特性により、流通経路におけ

る継続的（あるいは進行中の）革新競争にあっても米国大豆は優位にあり、米国は豆業界の

先導的立場を維持しています。

米国の大豆供給は豊富であり、農場から国内のエンドユーザーへ、または輸出用に沿岸部ま

で、世界一の交通インフラを用いて確実に運ぶことができます。

米国の大豆の生産者は世界で最もサステナブルな生産者です。米国大豆の生産者は継続的

な改善を約束することを通して、環境に配慮し、良き市民であり、作物をできる限り効率的に

生産し、世界で最もサステナブルに栽培された大豆を送り出すことを約束しています。

大豆業界は、種子開発、生産活動、市場の機会と常に革新し続けています。米国大豆業界

は、自然資源を守りつつ、成長を続ける世界のニーズに応えることを誓います。
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米国の大豆生産は、持続可能性の国家制度、保存法・規則および全米の

303,191戸1　の大豆農場による最良生産活動の注意深い実行を基盤としていま

す。その上、米国の大豆生産者は、認定と監査を受けた任意の持続可能性・

保存プログラムに参加しています。

アメリカ大豆サステナビリティ保証プロトコル(SSAP認証)は、第三者の監査を

受けた、全米規模での持続可能な大豆生産を検証する総合的アプローチで

す。米国のアプローチは、マスバランス（物資バランス）方式の国際検証を利用

した定量化が可能で結果を重視します。

アメリカ大豆サステナビリティ保証プロトコル(SSAP認証)は、持続可能な大豆

生産を保証する規則、プロセス、管理手法を説明します。このアメリカ大豆サス

テナビリティ保証プロトコル(SSAP認証)は、米国大豆生産者時独可能性プログ

ラム全体の一部です。米国農家のこれらのプロセスや手法は、時間の経過と

もに、環境、社会、経済面の持続可能性の成果の改善に貢献します。米国の

大豆生産の科学に基づく成果は、フィールド・トゥ・マーケット：持続可能な農業

連合国家指標報告書に記載され、5年ごとに更新されます。アメリカ大豆サス

テナビリティ保証プロトコル8(SSAP認証)は、4つの指令と11のインパクト・カテ

ゴリーに編成されます。インパクト・カテゴリーは、フィールド・トゥ・マーケットが

持続可能な農業の重要指標として報告する8個の環境指標と合致します。2
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米国大豆持続可能性保証プロ

 トコル (SSAP)は、米国の農家が

  持続可能性と継続的改善に向

   けた彼らの取り組みを実証する

    ひとつの方法である。

アメリカ大豆サステナビリティ保

 証プロトコル (SSAP認証)は、米

  国の農家が持続可能性と継続

   的改善に向けた彼らの取り組み

    を実証するひとつの方法である。

     アメリカ大豆サステナビリティ保

      証プロトコル (SSAP認証)は、

       独立系国際貿易センター(ITC)

        のカスタマイズされたベンチマー

         クツール（standardsmap.org/

           fefac.）を通じて、欧州配合飼料

            製造者連盟（FEFAC）の大豆の

             調達ガイドライン2021に対して

              積極的にベンチマークされた。

全国規模で公開されているデー

 タソースの調査から、1980年から

  2015年の間に、米国の農家は

   生産に使用するエネルギーを

    ブッシュ当たり35%削減する一方

     で大豆生産を120%増加させたこ

       とがわかる。110

大豆は、米国の耕作地の28%で

 生産される多様な輪作計画の

  一部である。111

USSES.ORG/SSAP
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2015年に採択された国連の17の持続可能な開発目標(SDGs)3は、持続可能な開発のための

2030年アジェンダの核心で、「現在・未来の人々と地球の平和と繁栄のために共有する青写

真」を表します。SDGsは、気候変動に対処し、海洋と森林を保護しながら、「健康と教育を改善

し、不平等を減らし、経済成長を促進する」ための戦略として、世界のすべての国に行動を呼

びかけるものとして開発されました。これらの意欲的な目標は、政府、企業、非政府組織 

(NGO)、大学、および金融機関に対し、協力して改善のための優先分野を支援するための枠組

みを提供します。アメリカ大豆サステナビリティ保証プロトコル (SSAP認証)に関連する生産者

の行動は、SDG の多く、とりわけSDG 2.4 - 持続可能な食料生産と回復力のある農業手法を支

援しています。付録 1 は、アメリカ大豆サステナビリティ保証プロトコル (SSAP認証)インパクト・

カテゴリー順守基準の多くがSDGsの複数の目標と一致していることを示しています。4

同様に、これらの基準の多くは、他の国際的な農業の持続可能性基準と一致しています。

アメリカ大豆サステナビリティ保証プロトコル (SSAP認証)　　持続可能な開発目標



米国では、7,800万ヘクター

 ルの土地が、国の保護林と

  草地である。112

USDAは、保全のために

 2019～2030年に710憶ドル

  を費やす。113
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米国における農場での農業生産の成果を測定するための環境および社会経済指標

生産と回復力のある農業手法を支援しています。付録 1 は、SSAP インパクト・カテゴリー順守

基準の多くがSDGsの複数の目標と一致していることを示しています。4

同様に、これらの基準の多くは、他の国際的な農業の持続可能性基準と一致しています。

監査手順

1. 米国の大豆生産者の90%以上が米国ファーム・プログラム に参加しており、監査を受けていま

    す。 過去4年間、平均22,000件5の監査が行われました。

2. 毎年、生産者による内部監査が実施されます。

3. 生産者による内部監査の正確性を確保するために、生産者の第三者独立監査が実施されま

    す。第三者による監査は、米国農務省 (USDA)の天然資源保全サービスと全米で2,500以上

    のオフィスにいる技術スタッフによって毎年行われます。

コンプライアンス違反の結果

大豆の生産は連邦法によって制限されており、違反すると連邦政府の罰金や訴訟の対象となり

ます。 USDA 保全順守規定に対する違反は、登録された生産者が USDA が管理するほとんど

のプログラムの利益を受ける資格がなく、違反是正時までの一時的適用除外から、その生産者

にはUSDA の農場への支払いを受ける資格がなく、現年度と前年度の利益を返済しなくてはな

らないという裁定に至るまでの罰則を意味します。

コンプライアンス違反の結果

大豆輸出持続可能性有限責任会社（Soy Export Sustainability, LLC）は、輸出時点までのアメリ

カ大豆サステナビリティ保証プロトコル (SSAP認証)準拠大豆のマスバランスの適切な計算を確

実にするために、出荷固有の記録管理と文書化情報を提供します。 アメリカ大豆サステナビリ

ティ保証プロトコル (SSAP認証)は、米国で栽培されたすべての大豆と、GMO、非 GMO、オーガ

ニックを含む輸出用の米国大豆製品の持続可能な生産を検証します。

米国の大豆生産者の持続可能性パフォーマンス指標

次のレポートには、生産者の実績が記録されています。

•

•  大豆生産と大豆 のライフサイ への

を る         https://bit.ly/35M98Rg

を る         https://bit.ly/3sitUSQ
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1
生 性と 生産 制 と規則

国連の な



大豆の生産量上位10州

 (イリノイ、インディアナ、

  アイオワ、カンザス、ミネソタ、

   ミズーリ、ネブラスカ、

     ノースダコタ、オハイオ、

     サウスダコタ) では、1980年

       から2017年の間に、森林と

        土地の面積が123万ヘク

         タール増加した。114
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大豆1ブッシェル当たりの年間土壌侵食

出典: https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/technical/nra/nri/results/

出典: フィールド・トゥ・マーケット、2016年全米指標報告書

耕作地合計 非耕作地合計

土地利用、脆弱な生息域、生物多様性

ベンチマークと意欲的な目標

土地利用効率と収穫量は相互に依存しています。より高い収穫量を維持することで、農地を拡

大する必要性を最小限に抑えることができます。農地の拡大が発生した場合、脆弱な生息地を

避け、生物多様性を維持する必要があります。フィールド・ツー・マーケット・ランド・ユースの意欲

的な目標は、生産性を向上させることで、固有の生息地を保護し、土地利用効率を継続的に改

善することです。6

土地利用、脆弱な生息地、および生物多様性影響カテゴリーの順守基準は、生息地保全の意

欲的な目標と一致しています。

耕作地と非耕作地
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1982年から 2017年の間に、

 米国の耕作地は2,130万

  ヘクタール増加した。115

USSES.ORG/SSAP

インパクト・カテゴリーの順守基準

大豆の生産は、2008年1月1日以降、次の地域で制限されました。

1.1.1   生産者は、野生生物の生息地を改善するために、輪作、被覆作物、栄養管理、
植生緩衝帯、無耕などの保護手法を採用しています。

1.1.2   農場の生物多様性は、可能な限り本来の植生を保護することで保持・保護されていま

す。生産者は、本来の植生の保護のための奨励策を定常する保全プログラムに参加

するよう勧められています。

1.1.2.1  大豆生産者は米国絶滅危惧種法を順守し、自らが生きる生態系を保全する

ことで、同法に記載された動植物種を保護します。7

生産者は、共有する渡り鳥資源の保護のため連邦渡り鳥条約を順守します。

生産者は、繁殖、給餌、保護等の重要な行動パターンを混乱させるような

方法で絶滅危惧種または絶滅危険種の生息地を変更することを禁止する

米国の法律を順守します。

生息地保全計画 8 は、絶滅危惧種または絶滅危険種の滅亡につながる

可能性のあるプロジェクトを実施する民間団体の申請の一部として必要です。

大豆は生物多様性の高い草原で生産されていません。

USDA保全休耕プログラム (CRP)牧草地は、動植物の生物多

様性に重点を置いて、放牧地や牧草地を含む草原を維持およ

び保護するために、登録された生産者に賃貸料の支払いと費用

負担の支援を提供します。

1.1.2.2  

1.1.2.3  

1.1.2.4 

1.1.2.5 

1.1.2.5.1

   

1.1.2.6 大豆は湿地または泥炭地で生産されません。

米国の大豆農家は、以下のセクションでさらに明確になるように、土地利用、脆弱な生

息地、および生物多様性の分野における連邦、州、および地方の法律を尊重し、順守

します。生産者は、地元のUSDAサービス センター、大学の農業普及サービス、国およ

び州の大豆チェックオフおよび協会を通じて、この分野に関連する国および地域の法律

および規制について常に情報を入手しています。



1982年から2017年の間に、

 全米の耕地の土壌侵食率は

  35%低下した。116
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1.1.2.6.1   

1.1.2.6.1.1

1.1.2.6.1.2 

1.1.2.6.1.3 

   

1.1.2.6.1.4 

1.1.2.6.2

1.1.2.6.3

1.1.2.6.4
 

生産者は、1985年12月23日以降に転換された泥炭地での農

産物生産の禁止を含む、米国湿地保護規定を順守しています。9

生産者は、湿地を排水したり転用したりしないことにより、湿地保護規則の

順守を維持します。

生産者は、規制上の許可なしに泥炭地を変更することを禁止する対象州法

に従います。

生産者は、転用された湿地に植物を植えません。

湿地は、次のような地域として定義されます。

含水土壌が優勢であり、通常は飽和土壌条件で

の生活に適応した耐水性植生普及を支援するの

に十分な頻度と期間で地表水または地下水によ

って浸水または飽和している。

USDA自然資源保全局（NRCS）は、湿地決定の

記録を作成し、保持します。これは、その土地が

農業目的に使用されている限り有効です。農業

目的。生産者は、農場を管理している地元の

USDA事務所から、農場の航空写真と農場と農

地の記録の印刷物を入手できます。

湿地に影響を与える可能性のある変更を計画し

ている生産者は、適切な技術的判断を求めて

USDAに通知する必要があります。

生産者は、非常に侵食されやすい土地の保全お

よび湿地の保全に関する規定の順守を証明する 

Form AD-102610をUSDA農業サービス庁に提出

し、USDAの融資またはその他のプログラムの恩

恵を受ける資格条件を満たさなければなりませ

ん。フォームAD-1026の提出により、USDAは、生

産者が関心を持っているすべての農場に立ち入

り、検査する権限が与えられます。



1982年から2017年の間に、米国

 の耕作地からの全体的な土壌

  浸食は 35% 減少したが 116、米国

    の大豆生産による土壌浸食は

    47%減少した。117
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1.1.2.6.5  

1.1.2.6.6

1.1.2.6.7

1.1.2.6.8  

1.1.3   大豆は、原生林または連続的な森林に覆われた土地で生産されません。

1.1.3.1  

1.1.3.2

1.1.3.3

1.1.4  大豆は指定保護地域では生産されません。

1.1.4.1  

1.1.4.2   

生産者は、農産物の生産を可能にするために湿地を転用しません。

生産者は、湿地への農業の影響に関する水質浄化法第404条に従います。11

USDAの耕作可能な湿地プログラムは、以前は耕作されていた湿地および湿

地の緩衝地帯の植物被覆を復元および確立するために、生産者に賃貸料

の支払いを提供します。12

NRCS農業保護地役権プログラム(ACEP)13は、農地と湿地を保護するため

の財政的および技術的支援を提供します。このプログラムでは、30年または

永久地役権のいずれかで、農地を元の自然の湿地の状態に戻します。14

生産者は、原生林の他の用途への転換に関する米国の法律に従います。

国有林制度下の土地の使用または占有は、特別用途の許可なしでは禁止

されています。15

生産者は、国有林および草原の公有地の使用、占有、または転用を禁止

する米国の法律に従います。

NRCS健全な森林の保全休耕プログラムは、所有者に、生物多様性の改

善、炭素隔離の増加、または絶滅危惧種または絶滅危険種の支援を目的

とした保全活動のために、10年間の復元契約と30年間または永久的な地

役権を提供します。16

稼働中の農場や牧場の一部である森林地帯は、NRCS農業地役権プログ

ラムの恒久地役権によって保護することもできます。17

生産者は、連邦政府の保護下にある土地、荒野または自然研究地域に指

定された土地、国有林や草原の保護された土地、および国家景観保全制

度内の土地での大豆の生産を禁止する米国の法律に従います。

生産者は、国立公園局によって保護されている土地での大豆の生産を禁

止する米国の法律に従います。
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国 の持 な

生産手法抑 と



土壌の健康と生産性

ベンチマークと意欲的な目標

インパクト・カテゴリー順守基準

米国の大豆の91% は、荷船

 または鉄道で輸出拠点に

  移動する。118
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2.1 

2.1 

2.1.1 

2.1.1.1  

2.1.1.2 

2.1.1.3 

2.1.1.4 

2.1.1.4.1  

2017年の農業センサスでは、
 耕作システムのデータが報

  告されている2億8,200万
   エーカーの米国の耕作地と

    収穫がある耕作地のうち、
     37%が無耕管理（2012年の

      35%から増加）、35%が耕作
       縮小管理、無耕（2012年の

        27%から増加）を除いて28%
         が集中耕起管理であった

          （2012年の38%から減少）。119

            2012年の大豆耕作地の約
            70%でいくつかの形の保全

              耕起（無耕、帯状耕作、マル
               チ耕起）が利用された。

               その約56%が無耕である。120

土壌は作物生産において重要な役割を果たし、土地管理と環境条件に大きく影響されます。 

土壌の健康を維持するには、土壌有機炭素を維持し、栄養分の枯渇と塩類化を回避すること

により、土壌量を保全し、土壌品質を維持または改善することが必要です。フィールド・トゥ・マ

ーケットの土壌保全の意欲的な目標は、米国のすべての農耕地における土壌侵食の継続的

な削減です。18　　土壌健全性・生産性のインパクト・カテゴリー順守規準は、これらの意欲的な

目標と一致しています。

米国の大豆農家は、以下のセクションでさらに明確になるように、土地の健全性、農業

生産性の分野における連邦、州、および地方の法律を尊重し、順守します。

生産者は、地元のUSDAサービスセンター、大学の農業普及サービス、国および州の

大豆チェックオフおよび協会を通じて、この分野に関連する国および地域の法律およ

び規制について常に情報を入手しています。

生産者は、土壌品質と土壌炭素を維持または改善し、侵食を回避するために、最良の

管理方法を利用します。

生産者は、土壌の健康を改善するために、輪作、被覆作物、栄養管理、無

耕などの保護手法を採用します。

生産者は、土壌の健康と有機物を増やし、水分保持力を高め、土壌の圧縮

と土壌浸食を減らし、炭素隔離に貢献するために、必要に応じて無耕を含む

保全耕作法を採用します。

生産者は、土壌浸食を最小限に抑えるために、被覆作物、段々畑、帯状栽培、

等高線農業、フィルターストリップ、保全バッファー、またはその他の戦略など

の最良の管理手法を実施するものとします。

生産者は、土壌の健全性を監視し、維持または改善します。

NRCSは、3～5年ごとに土壌検査を行うことを推奨しています。

また、肥料を施用する場合、または土壌の栄養分やpHを大きく変

化させようとする場合は、もっと頻繁に土壌検査を行うことを推奨

しています。土壌サンプリングは、ほとんどの郡普及事務所と州

立大学の共同普及サービスによって、無料または低コストのサー

ビスとして提供されています。土壌サンプリングデータは、通常、

代行機関によって保持されます。



NRCSで保存プログラムと

 コンプライアンスを担当する

  従業員は10,000人以上。
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2.1.1.4.2

2.1.1.5 

2.1.1.5.1  

2.1.1.5.2

2.1.1.5.3  
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32%
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17%
74%

耕作手法の2003～2006 年と2013～2016年の比較

全地球測位システム (GPS) を利用した精密農業技術は、生産者

がグリッド土壌サンプリングを実施するのに役立ちます。

生産者は、USDAの高度侵食性土地保護プログラムを順守します。19

侵食性の高い土地は、侵食指数が8以上の土壌と定義されます。 

USDAは、侵食性の高い土地の記録を保持します。生産者は、

農場を管理している地元のUSDA事務所から、農場の航空写真

と、農場と農地の記録の印刷物を入手できます。

生産者は、必要な保護システム計画を作成および実施すること

により、非常に侵食されやすい土地に関する規制の順守を維持

します。

生産者は、高浸食性土地保護規定の順守を証明するフォーム

AD-102620をUSDA農業サービス庁に提出します。フォーム

AD-1026の提出により、USDAは、生産者が関心を持っているす

べての農場に立ち入り、検査することができます。
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2.1.1.5.4

2.1.1.6 

2.1.1.7

2.1.1.8

2.1.1.9

2.1.1.10

2.1.1.10.1 

2.1.1.10.2

保全休耕プログラムにおけ

る環境保護のため、840万

ヘクタールが生産から

排除された。 121

侵食性の高い土地に影響を与える可能性がある変更を計画し

ている生産者は、適切な技術的判断のためにUSDAに通知する

必要があります。

生産者は、在来種の保護に役立つUSDA草原保護（Sodsaver）条項を順守し

ます。

生産者は、作物の栽培上好ましい利点（水の貯留や土壌肥沃度を含む）が

得られるよう、作物の残留物を燃やしてそこに残すことに関して、地域の全

ての規制に従います。

生産者は、全米共同土壌調査（National Cooperative Soil Survey） が作成し

た土壌データと情報を提供する Web Soil Survey (WSS)22を利用することがで

きます。WSSはUSDA自然資源保全局（NRCS）が運営しており、世界最大の

自然資源情報システムへのアクセスを提供している。NRCSは、全米の95％

以上の郡で土壌マップとデータをオンラインで利用できるようにしており、近

い将来には100％になると予想している。同サイトは、土壌調査情報の唯一

の権威ある情報源として、オンラインで更新・管理されて います。

生産者は、NRCSの「土壌の健康状態（Soil Health）」のウェブページやUSDA

の「全米の土壌の健康状態（Soil Health across the Nation）」のウェブページ

のような土壌炭素 管理・評価のリソースにアクセスできます。23

NRCSの迅速な炭素評価（RaCA）24 は、様々な土地被覆の下で、また可能な

限り異なる農業管理の下で、米国の土壌の炭素蓄積量と分布について、統

計的に信頼できる定量的な推定値を提供する。またRaCAデータは以下を提

供します。

RaCAデータは、土地利用の変化、農業経営、保全活動、気候

変動に関連する土壌炭素変化のモデルシミュレーションを支援

するために使用できます。

RaCAデータは、米国の土壌炭素蓄積量の科学的・統計的に裏

付けられたイ ンベントリを提供します。



1820万ヘクタール以上の

　生産地が保全スチュワード

　シップ・プログラムに登録さ

　　れている。122

米国政府は1930年代に保

 全プログラムを確立した。

  1985年、食料安全保障法

   が、USDAが監視する保存

    の取り組みを大幅に拡充

     した。123
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2.2 作物の健康状態と農業の最良の管理手法

ベンチマークと意欲的な目標

インパクト・カテゴリー順守基準

2.2 

2.2.1 

2.2.2. 

2.2.2.1

2.2.3 

作物の健康状態は、生産量や収量と密接に関係し、土地利用効率に影響する。フィールド・トゥ・

マーケット土地利用の意欲的な目標には、生産性の向上による土地利用効率の継続的な改善

が含まれる。25　作物の健康状態と農業の最良の管理手法のインパクト・カテゴリーの順守基準

は、生産性の向上による土地利用効率の改善という意欲的な目標に沿ったものとなっている。

米国の大豆農家は、以下のセクションでさらに明確になるように、作物の健全性、優れ

た農業手法、一貫した害虫管理の分野における連邦、州、および地方の法律を尊重し、

順守します。 生産者は、地元の USDAサービス センター、大学の農業普及サービス、

国および州の大豆チェックオフおよび協会を通じて、この分野に関連する国および地域

の法律および規制について常に情報を入手しています。

生産者は、植物株と作物の品質を保護し向上させるために、最良の管理手法を使用し

ます。最良の管理手法の推奨事項は、米国の大豆生産プラットフォーム間の共存を支

援するために、USDAによって開発されました。26

大豆種子の商取引は、公正な取引と適切なラベルに関する連邦種子法27に準拠します。

「連邦種子法（Federal Seed Act: FSA）」は、生産者が汚染された種子や欠陥の

ある種子を購入しないように保護し、何を購入するのかを知らされることを要求

し、種子の改変から購入者を保護しています。FSAは、州をまたいで出荷された

種子の各ロットの完全な記録を保管し、検査できるようにすることを州間の出荷

者に要求しています。記録一式は、ファイルサンプルと、入荷、品種、調整およ

びブレンド、テスト、ラベル、販売、出荷および処分の記録を含み、必要に応じて

種子が公式にサンプリングされた場所から生産者まで遡って追跡できるように、

3年間保管しなければなりません。種子の購入者は、生産者の種類、品種、ま

たはタイプに関する申告書を保管する必要があります。すべての記録には、種

子を識別するためのロット番号を含める必要があります。種子に関する虚偽の

広告を流布 することは、FSAの違反となります。FSAは、検査と販売の時点で購

入者を保護する州の種子法によって補完されます。28

生産者は、生物防除生物の利用と植物および植物製品の輸入に関する植物保護法29の

規制を順守します。
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2.2.4   

2.2.4.1

2.2.4.2

2.2.4.3

2.2.4.3.1 

2.2.4.3.2 

2.2.5   

1980年以降、米国大豆生

産ための土地利用は1トン
あたり40%減少した。124

  

1980年以降、米国大豆生

産ためのエネルギー利用

（１ブッシェルあたりの

BTU）は35%減少した。124

生産者の作物は、連邦政府のバイオテクノロジー規制のための協調的枠組みの下で

栽培されます。これは、新しいバイオテクノロジー製品が環境および人間と動物の健康

にとって安全であることを保証するための、リスクベースの協調的なシステムです。30

USDAの動植物検疫局（APHIS）31 は、有害生物や病気から農業を守る責任

を担います。こうしたリスクを引き起こしうる現代のバイオテクノロジー産物

に対する規制上の監督もその責任に含まれます。APHISの植物保護検疫

（PPQ）プログラムは、経済的・環境的に重要な有害生物の侵入、定着、拡

散を防止するものであり、連邦政府が認めた州が管理する植物検疫

（FRSMP）プログラムは、特定の有害生 物に対して入国時や州間移動時に

一貫した対応を行います。

環境保護庁（EPA）は、健康と環境を守るために、農薬の製造方法や作用様

式を問わず、登録の過程を通じて農薬の販売、流通および使用を規制しま

す。これには、現代のバイオテクノロジー技術を用いて有機体により製造さ

れた農薬に関する規制も含まれます。

食品医薬品局（Food and Drug Administration: FDA）は、遺伝子工学により

開発されたものを含め、あらゆる植物由来の食品や飼料の安全と適正な表

示を保 証する責任を担います。

生産者は、信頼できる種子会社から法的に承認された種子を

入手し、種子を安全かつ責任ある方法で使用するために、これ

らの種子会社が提供するガイドラインに従います。

生産者は、法律に従って遺伝子組み換え生物(GMO)を取り扱

い、法種子会社のガイドラインを守ります。

植物品種保護法（Plant Variety Protection Act: PPVA）は、種子繁殖および無性生殖

された植物の品種の育種家に知的財産の保護を提供します。新品種は、植物新品種

保護国際連合（International Union for the Protection of New Varieties of Plants:

UPOV）と協力して、USDA「農業マーケティングサービス植物品種保護局（Agricultural

Marketing Service Plant Variety Protection Office: PVPO）を通じて認定されます。

植物品種保護されていないにもかかわらず、その品種が植物品種保護されていると

主張することは、PPVAの違反となります。32



1980年と2015年の間で、米

 国大豆生産から生じる温室

  ガス排出量（1ブッシェル当

    たりのCO2-e は、約38%減

     少した。125
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2.2.6 

2.2.10  

アグリリスクカバレッジ（ARC）、プライスロスカバレッジ（PLC）、マーケティング支援ロー

ン、ローン不足金などのUSDAプログラムに参加するb米国の大豆農家は、毎年、作付

面積（エーカー）報告を提出する必要があります。報告を怠ると、罰金を科せられたり、

プログ ラムの恩恵を受けられなくなる可能性があります。農家は、作物、作物の種類ま

たは品種、作物の使用目的、作物のエーカー数、作物のおおよその境界線を示した地

図、植え付け日、植え付けパターン（該当する場合）、生産者シェア、灌漑手法、および

該当する場合は植え付けが妨げられたエーカー数を報告しなければなりません。33 

生産者は、各作物年度の収穫量データ34（実際の生産歴と呼ばれる）を提供しなければ

ならなりません。 このデータは作物保険料の算出に使用されます。

ランドグラント大学と郡の普及オフィスは、作物の病気の蔓延を防ぐための最良の管理

手法（BMP）に関する情報と技術支援を提供します。

生産者は、全地球測位システム（GPS）やその他の高度な技術を利用して、必要に応じ

て精密農業の技法を検討し、収量マッピングを行います。

米国内国歳入庁（IRS）は、納税のために農家が経費、収入、控除、利益、資産の適切

な記録を残すことを求めます。米国法では、毎年税金を申告することが義務付けられ

ており、農家にとっての記録管理の重要性が強調されています。農業関連の所得税や

自営業税に関する情報は、IRS の農家納税ガイド（毎年更新）や ruraltax.org から入手

できます。35

連邦穀物検査局（Federal Grain Inspection Service）36は、穀物、豆類、油糧種子、およ

び加工・等級付けされた商品の検査サービスを提供しています。これらのサービスは、

米国の穀物やその他の商品を農家から国内外のエンドユーザーに効 率的かつ効果的

に販売するためのものです。等級検査では、合衆国穀物規格に記載されている品質要

因に基づいてサンプルを分析し、該当する数字による等級指定、等級割当ての原因と

なった品質要因、および顧客が要求するその他の品質要因を証明します。37

生産者は、すべての従業員 (正社員、臨時社員、季節社員) のトレーニングと教育、お

よび資格のあるアドバイザーから受けるアドバイスを通じて、大豆やその他の作物の安

全性、持続可能性、および品質を保証します。 トレーニングに含まれる内容は、品質、

持続可能性トレーサビリティの分野でのクライアント特有の要求事項に加えて、燃料、

肥料、植物保護製品(PPP)およびその他の有害物質の取り扱い、使用、適用および



その他の有害物質の取り扱い、使用、適用および保管、作業時の安全性、顧客の要求

事項、遺伝子組み換え生物および MRLの取り扱いです。
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2.3 廃棄物と汚染

ベンチマークと意欲的な目標

インパクト・カテゴリー順守基準

2.3 

2.3.1 

2.3.2 

 2.3.3  

2.3.3.1 

2.3.3.2

農業経営では、植物保護剤や栄養物に加えて、化石燃料やオイル、脱脂剤などを機器に使用

し、管理戦略によっては作物残留物を焼却することもあります。これらの潜在的な汚染物質は、

環境や人体へ の有害な影響を避けるために、適切にリサイクルまたは廃棄される必要があり

ます。

米国の大豆農家は、以下のセクションでさらに明確になるように、廃棄物と汚染の分野

における連邦、州、および地方の法律を尊重し、順守します。 生産者は、地元のUSDA

サービスセンター、大学の農業普及サービス、国および州の大豆チェックオフおよび協

会を通じて、この分野に関連する国および地域の法律および規制について常に情報を

入手しています。

生産者は、廃棄物の削減とリサイクルのための手段を講じ、廃棄物のリサイクルに関

連する全ての地域の規制を順守します。

生産者は、作物残留物の焼却に関連する全ての地域の規制を順守します。

生産者は、指定有害物質の排出を規制する水質浄化法（Clean Water Act）、連邦規則

集第40巻116～117章を順守します。申告義務のある量の指定有害物質が、可航水域

ならびにその岸線および隣接域に許可なく排出された場合、施設は直ちに全国対応セ

ンター（National Response Center）ならびに州の機関に通知しなければなりません。

有害な量の油が排出された場合にも直ちに報告する必要があります。38

水質の問題が証明されている河川流域を擁する流域は、各州政府が連邦

政府EPAの水質浄化法（Clean　Water Act）303項(d)の一覧表に掲載されてい

ます。

州政府は、最良の管理手法の実践を保証し、保全施策が水質に与える影

響を判断するために、水質浄化法（Clean Water Act）」319節のもとでのモ

ニタリングを求める場合 があります。

NRCSは農地と湿地を保護す

 るための財政的および技術的

  支援を提供する地役権プログ

   ラムを運営する。湿地地役権プ

     ログラムは、30年または永久

      地役権のいずれかで、農地を

      元の自然の湿地の状態に戻

       す。これまでに、約180万ヘク

        タールの農地がこのプログラ

         ムに登録され、湿地に戻され

           ている。126



100年以上の間、米国の森

 林地の量は比較的一定で

  あり、現在は3億900万ヘク

   タールである。127

生産者は、米国の水域に残留物を残す生物学的農薬および化学農薬の排

出に関する「全米汚染物質排出削減システム（National Pollutant Discharge

Elimination System: NPDES）」の要件を順守します。39

農業における下水汚泥の使用は水質浄化法により規制されており、汚染物

質の制限、モニタリング、記録保持、報告の要件が定められています。農業

のために土地に適用される下水汚泥は、汚染物質、病原体、およびげっ歯

類、ハエ、または蚊のような媒介動物への誘引性に関する厳しい要件を満た

さなければなりません。水質浄化法では、下水汚泥を、処理場で生活排水を

処理する際に発生する残留物と定義しています。未処理の下水を農業用に

土地利用することは認められていません。40
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2.3.3.3

 2.3.3.4

2.3.4   

2.4 の 、化 の 用 大気の

ー と

水資源改革開発法（Water Resources Reform and Development Act: WRRDA）の油流

出防止・管理・対策（SPCC）プログラムは、地上の容器に2,500米ガロン以上の油貯蔵

する農家の油および油製品の貯蔵を規制し、油流出防止計画（SPCC計画）の策定を

義務付けています。41

資源保全再生法（Resource Conservation and Recovery Act: RCRA）は、地下または地

上のタンクに25ガロン以上の使用済油を貯蔵する農家は、タンクがEPAの地下または

地上の技術要件を充足するようにしなければなりません。42

容量が1,100ガロン以上の自動車用燃料の地下貯蔵タンク（UST）は、設計、建設、設

置、通知、監視、運転、放出検知、規制機関への報告、所有者の記録保持、是正措

置、閉鎖、財政責任を規定する州および連邦の規制を受けます。43

米国大豆（穀物用およびサイレージ用）のフィールド・トゥ・マーケット温室効果ガス排出量指標

およびエネルギー利用量指標は、2015年のデータを1980年のデータと比較すると、環境パ

フォーマンスが全般的に向上した後、過去5年間は比較的安定しています。フィールド・トゥ・マー

ケットでは、米国の作物生産における意欲的な目標として、エネルギー利用効率の継続的な改

善と温室効果ガス（GHG）排出量の削減を挙げています。44 温室効果ガス排出量、化石燃料使

用、大気品質のインパクト・カテゴリー・コンプライアンス基準は、米国の大豆生産者がエネル

ギー利用効率を改善し、GHG排出量を削減することを目的としています。
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・ ー順守

2.4 

2.4.1 

2.4.1.1 

2.4.1.2 

2.4.1.2.1

 2.4.1.3

 2.4.1.4

2.4.2 

2.4.3 

米国の大豆農家は、以下のセクションでさらに明確になるように、温室ガス排出、化石

燃料の使用及び大気の質の分野における連邦、州、および地方の法律を尊重し、順

守します。 生産者は、地元のUSDAサービス センター、大学の農業普及サービス、国

および州の大豆チェックオフおよび協会を通じて、この分野に関連する国および地域

の法律および規制について常に情報を入手しています。

生産者は、温室効果ガス排出量を削減するための最良の管理手法を採用します。

生産者は、必要に応じて保全耕起法を採用することにより、エネルギー利用

量を削減します。

生産者は経営記録のため、また企業の生存性を高めるために、化石燃料の

使用をモニターし、削減します。

NRCSは農家の認識を高め、経営におけるエネルギー削減の

可能性を見極めるのに役立つ4つのエネルギーツールを管理

しています。この推定ツールは、灌漑、窒素肥料の使用、穀物

の乾燥、耕作システムの潜在的なエネルギー削減量を推定す

るために使用することができます。45 NRCSは、農家が現在の

エネルギー利用量を推定し、高効率機器の使用や省エネ活動

によって達成可能なエネルギーとコストの節約額を算出するの

に役立つ省エネツールや、ソーラーパネル、風力タービン、バ

イオガスによるエネル ギー生産の可能性を農家が推定するの

を支援する再生可能エネルギーツールも維持しています。46

生産者は、化石燃料の使用を削減するために、可能な限りバイオ燃料、バ

イオガス、風力、太陽光発電などの再生可能エネルギー資源を利用します。

生産者と穀物取扱業者は、温室効果ガスの排出と化石燃料の使用を削減

するため、可能な限り荷船（バージ）や鉄道などの輸送手段を利用する必要

があります。

生産者は、大気浄化法とその修正を順守し、公衆衛生と福祉を促進するために大気

資源を保護・強化します。47

生産者は、エネルギー利用量を削減するため、必要に応じて保全耕起法を採用します。
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2.4.4  

2.4.5   

生産者は、化石燃料の使用と肥料の使用を最適化するために、全地球測位システム 

（GPS）とその他の先進技術を利用した精密農業技術を必要に応じて検討します。

米国の大豆生産者は、安全性と適切で効率的な機能性を確保するために、設備や機

械の保守を行います。設備ローンや設備のリースまたはレンタル契約では、機械が適

切に作動するように保守することが求められます。
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指令3
公衆・労働者の衛生・福祉管理施策

と規則

国連の持続可能な開発目標
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3.1 

3.1 

3.1.1 

3.1.1.1  

 3.1.1.2 

 3.1.1.3

 
 

3.1.1.4

GPS技術を使う精密農業に

 より、生産者はミリ単位で

  フィールド入力を行うことが

   可能になる。128

      水質と水量

ベンチマークと意欲的な目標

水質と水量は、複雑な環境や土地・水の管理手法の影響を受けるため、数値目標は地域ごとに

設定する必要があります。フィールド・トゥ・マーケットの水質・水量に関する意欲的な目標は、灌

漑用水の効率的利用と保全における継続的改善、米国の水路における堆積物、栄養素、農業

から出る植物保護剤の継続的削減です。48  水質・水量インパクト・カテゴリーの順守基準は意欲

的な目標と一致しています。

インパクト・カテゴリー順守基準

米国の大豆農家は、以下のセクションでさらに明確になるように、水量・水質の分野に

おける連邦、州、および地方の法律を尊重し、順守します。生産者は、地元のUSDA

サービスセンター、大学の農業普及サービス、国および州の大豆チェックオフおよび協

会を通じて、この分野に関連する国および地域の法律および規制について常に情報を

入手しています。

生産者は、最良の管理手法を利用し、地域、州および連邦の規制に従うことで、地表

水と地下水の質と供給を保護します。

生産者は、灌漑を最適化し、水資源の効果的かつ公平な配分を確実にす

るために、灌漑地区で適用される全ての水保全活動に従います。

生産者は、水の流出を減らすため、適宜保全耕起法を採用します。

生産者は、浸食と流出を最小限にするために、被覆作物、段々畑、帯状栽

培、等高線農業、フィルターストリップ、保全バッファー、またはその他の戦

略等を用いるものとします。

生産者は、指定有害物質の排出を規制する水質浄化法第40部116-117を

順守します。施設は、報告に値する量の指定有害物質が航行可能な水域、

航行可能な水域の海岸線および隣接区域に無許可で排出された場合、直

ちに全国対応センター（National Response Center）ならびに州の機関に通知

しなければなりません。有害な量の油が排出された場合にも直ちに報告す

る必要があります。49
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3.1.1.4.1

3.1.1.4.2

3.1.1.4.3

3.1.2 

3.1.3   

3.1.4  

3.1.5  

3.1.6  

水質への懸念が実証された渓流域がある流域は、各州政府

によって、連邦政府EPAの水質浄化法（Clean Water Act）303

項(d)の一覧表に掲載されています。

州政府は、水質浄化法第319条に基づき、最良の管理手法の

実施を保証し、保全措置が水質にどのように影響するかを判

断するためにモニタリングを要求することができる。

生産者は、米国の水域への生物学的農薬および残留物を残

す化学的農薬の排出に関する全米汚染物質排出削減システ

ム（National Pollutant Discharge Elimination System: NPDES）

の要件を順守します。50

生産者は、農業の湿地帯への影響に関する水質浄化法の第404条を順守します。51

生産者は,地表および地下の飲料水源の汚染を防ぐことで公衆衛生を保護するため

の安全飲料水法（Safe Drinking Water Act）」を順守します。52

沿岸地域の生産者は、州が沿岸非点汚染抑制プログラムに組み込むための農業資

源の管理措置を規定する沿岸地域法再承認改正（Coastal Zone Act Reauthorization 

Amendments: CZARA）」の第6217節を順守します。州当局はこれらの対策の実施を保

証します。推奨される対策には、自然の植生を保護し、影響を受けやすい生息地や侵

食を受けやすい地域での開発を避けること等があります。53

米国地質調査所（USGS）は、全米190万ヶ所で水質検査を実施しています。54

USGSは、地表水と地下水の発生、量、質、分布、移動を調査し、そのデータを一般市

民、州、地方政府、公共・民間公益事業者、その他水資源の管理に関わる連邦機関

に提供しています。

生産者への水使用と水質に関する追加支援は、環境コンプライアンス、地下水、水文

学と水理学、灌漑用水管理、水質、流域計画と再生の6つの主要分野に焦点を当てた

国立水管理センター（NWMC）で受けることができます。NWMCチームは、州や地域の

全国資源保全局（National Resources Conservation Service）の事務所に直接、 支援、

サポート、トレーニングを提供しています。55
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3.2 物保護剤と養 管理

ベン マークと 的な目

イン クト・ テ リー順守基準

3.2 

3.2.1   

3.2.1.1

 3.2.1.2 

3.2.2   

植物保護剤や養分は、圃場から地表水や地下水に運ばれ、水辺の富栄養化や水生昆虫・魚

類への化学物質による毒性などの環境影響や、飲料水の硝酸濃度の高さなどの人間への影

響を引き起こす可能性があります。フィールド・トゥ・マーケットの水質に関する意欲的な目標

は、米国の水路における農業からの土砂、養分、植物保護剤の負荷を継続的に削減すること

です。56　植物保護剤および栄養管理のインパクト・カテゴリー・コンプライアンス基準は、それら

の意欲的な目標に沿ったものとなっています。 これらのコンプライアンス基準は、化学物質の取

り扱いによる職場での負傷や死亡の可能性を減らし、作業者の安全性の向上にも貢献してい

ます。

米国の大豆農家は、以下のセクションでさらに明確になるように、植物保護剤や栄養

管理の分野における連邦、州、および地方の法律を尊重し、順守します。生産者は、

地元のUSDAサービスセンター、大学の農業普及サービス、国および州の大豆チェック

オフおよび協会を通じて、この分野に関連する国および地域の法律および規制につい

て常に情報を入手しています。

生産者は、養分や農薬・除草剤の喪失や流出を減らすために、必要に応じて保全耕起

法や輪作、被覆作物、養分管理などの手法を採用します。

生産者は、以下のような全地球測位システム（GPS）やその他の高度な技術を利用し

て、必要に応じて精密農業技術を検討します。現場固有作物管理（SSM）のような精密

農業技術は、正確な全地球測位と場所固有の測定値を用いて、作物の正確なニーズ

と農薬の的を絞った適用に合わせて処理を調整します。

全ての大豆生産州は、養分管理計画（Nutrient Management Plans : NMP）

に関する規制を持ち、肥料や土壌改良剤の量、供給源、配置、時期を管理

する計画書の策定を義務付けています。57

生産者は、コスト削減戦略として、化学的作物保護製品の使用を最小限に

します。



USSES.ORG/SSAP

25

3.2.2.1

3.2.2.2

   生産者は、先進的モニタリング技術を通じて取得した情報に基づき、施肥
および除草剤散布（可変式肥料・除草剤散布）の最適化を検討します。

生産者は、的を絞った除草剤、農薬、肥料散布用に圃場マッピングの利用
を検討します。

3.2.2.3   生産者は、合法の栄養素のみを使用することを確認し、栄養素管理計画
（NMP）を開発・実行します。栄養素の適用は、適切なタイミングと作物の
ニーズを目指し、また、環境への害を最小限にする方法で実施します。

3.2.3  

3.2.3.1

3.2.4   

3.2.4.1

生産者は、農薬を取り扱う農場従業員に対する農薬の安全訓練、農薬散布の通知、

個人防護器具（PPE）の使用、農薬散布後の立入禁止期間、除染用具、緊急時医療

支援等に関する規則を守りながら、米国環境保護庁（EPA）の「農薬に関する作業者

保護基準（Worker Protection Standard for Agricultural Pesticides: WPS）58 に従いま

す。

生産者は、連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法（Federal Insecticide, Fungicide and

Rodenticide Act: FIFRA）59に従い、農薬の取り扱い、保管、適用に関する規制の順守

を保持します。 FIFRAは、農薬の流通、販売、使用を規制します。

WPSは、雇用者が施設に適用される農薬の安全性データシート（SDS）およ

び安全性と緊急時の情報を保持し、利用できるようにすることを要求します。

すべての農薬は、適切なラベルを付けて米国環境保護庁（EPA）に登録さ

れており、どのように、どのような条件で化学物質を散布できるかなどの仕

様に従って使用されます。農薬が登録されるには、「一般的に環境に不合

理な悪影響を及ぼさない」ことが示されなければなりません。FIFRAでは、

「環境への不合理な悪影響」を次のように定義している。(1)農薬の使用に

よる経済的、社会的、環境的なコストと便益を考慮した上での、人間や環境

への不合理なリスク、または(2)連邦食品医薬品化粧品法（Federal　Food, 

Drug, and Cosmetic Act）の第408節に基づく基準と整合性のない食品への

農薬の使用によって生じる残留物による人間の食生活へのリスク。60



USDAは、国立食糧農業研

 究所（NIFA）が主導し、ランド

  グラント大学システムや民間

   部門と提携した統合的有害

    生物管理（Integrated Pest

　　 Management: IPM）の取り

       組みを行 っている。これら

        は、50州全てと6つの準州

         における発展的なIPM実施

          教育であり農薬取扱者の安

           全プログラムである。USDA

            は、IPMの情報とリソースを

              提供するIPMウェブサイトを

               維持している。NIFAは、US

                DAの地域IPMセンターの

                 ウェブサイトを維持している。

                  このサイトは、地域のIMP

                   情報、技術的・害虫のデータ

                    およびリンクを毎月のニュー

                     スレター等の情報源に提供

                      する。自然資源保全局

                        （NRCS）は、オンラインまた

                         は地元のサービスセンター

                          で入手できる保全基準を提

                           供している。米国環境保護

                            庁もIPMの情報とリソースを

                              提供するウェブサイトを維

                               持している。129
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3.2.4.2   

要

一般的なカテゴリーを定めています。

3.2.4.3  制を忠実に守ります。 

3.2.4.4  農薬

の農

の規制上の制限の下でのみ使用することができます。

3.2.4.5   米国

3.2.4.6  FIFRAは、州に、その州の連邦登録農薬の販売または使用を規制する権限
を与えます。

3.2.4.7  生産者は、農薬の使用に関するすべての連邦規制とガイドラインを忠

実に守り、最良の管理手法に従います。さらに、世界保健機関（WHO）

分類Ia、Ib、IIの農薬を使用する生産者は、人口密集地域や水域から

500m以内で使用してはなりません。

3.2.5 

3.2.6 

3.2.7   

米国は、生産者による使用が禁止されている化学物質のリストを施行する「ロッテルダ

ム条約（PIC条約。国際貿易の対象となる一定の有害な化学物質および農薬について

の事前の情報に基づく同意の手続きに関するロッテルダム条約）」の調印国です。

生産者は、健康もしくは環境に過度のリスクをもたらす化学物質を規制し、こうした化

学物 質の流通と使用を規制する有害物質規制法（Toxic Substances Control Act）61 を

順守します。

生産者は、危険廃棄物、非危険固形廃棄物、および地下貯蔵タンクを管理する資源保

全 再生法（RCRA）を順守します。62 RCRA は、容器、タンク、ドリップパッド、封じ込め用

建屋の技術基準に準拠して危険廃棄物を管理することを要求し、蓄積量と時間制限を

規制します。また、RCRAは、人員の訓練、緊急時の手順に関する危機管理計画、準

備・予防の手順、土地処分の制限、マニフェストの追跡、廃棄物の最小化、少量・大量

有害廃棄物排出者のカテゴリーに関する記録保持を求めています。63
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3.2.8  

3.2.11   

3.2.12   

3.3 労働条件と労使関係

ベンチマークと意欲的な目標

生産者は、地表および地下の飲料水源の汚染を防ぐことにより公衆衛生を保護する

ために、安全飲料水法の規制を順守します。64

USDAは、国立食糧農業研究所（NIFA）が主導し、ランドグラント大学システムや民間

部門と提携した統合的有害生物管理（Integrated Pest Management: IPM）の取り組み

を行っています。USDAの自然資源保全局（NRCS）は、生産者がIPMを採用するため

の技術的・財政的支援を提供します。65

緊急事態計画および地域の知る権利に関する法律（Emergency Planning and

Community Right-to-Know Act: EPCRA）は、流出の計画を立てることを要求しており、

危険化学物質と多くの一般的な農薬の閾値計画量（Threshold Planning Quantity:

TPQ）」の基準を設けています。TPQを超える量の農薬を保管している場合は、EPCRA

報告書を提出して、州や地域の職員や一般市民に潜在的な危険性に関する情報を提

供しなければなりません。66

EPAは、農薬のラベルに記載されている具体的な保管方法を通じて、小型の携帯用容

器への農薬保管を規制しています。

EPAの農薬封じ込め規制67は、安全な使用、再使用、廃棄、および容器の適切な洗浄

を保証するためのラベル指示の基準を含む、農薬容器、封じ込め構造、および再包装

規制の基準を定めています。

農薬環境スチュワードシップ（Pesticide Environmental Stewardship: PES）68 のウェブサ

イトでは、農薬の取り扱いに関する情報や教育資料にアクセスできます。

農業のサステナビリティには、農業コミュニティの社会的・経済的な安定と幸福が不可欠です。

フィールド・トゥ・マーケットは、「労働生産性（Labor Productivity）」（USDAの経済調査サービス

商品のコストと返品データから得られた労働時間）69 を含む5つの社会経済的な国家規模の指

標を開発しました。労働条件・労使関係のインパクト・カテゴリー順守基準は、作業者の経済的

保護と雇用保護の改善、および労働生産性の向上に貢献します。米国の大豆生産者は、農場

作業者の健康と福祉を保護するために、適用される地域、州、および連邦の規制を順守します。
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イン ト・カテ リ 順守基

3.3 

3.3.1   

3.3.1.1

3.3.1.2

3.3.1.3

3.3.2 

3.3.2.1 

米国の大豆農家は、以下のセクションでさらに明確になるように、労働条件と労使関係

の分野における連邦、州、および地方の法律を尊重し、順守します。 生産者は、すべ

ての正社員、臨時社員、季節社員には法的な働く権利があることを確認します。地元

の USDAサービス センター、大学の農業普及サービス、国および州の大豆チェックオ

フおよび協会を通じて、この分野に関連する国および地域の法律および規制について

常に情報を入手しています。

生産者は、基本的な最低賃金水準を規定し、学校の時間中および危険とみなれる特

定の職業における16歳未満の児童の就労を禁ずる「公正労働基準法

（Fair Labor Standards Act）70 を順守します。

生産者は、以下の保護を規定する「連邦雇用機会均等法（Federal Equal Employment

Opportunity Law）72」に従います。

農業雇用者は、公正労働基準法（FLSA）の最長労働時間の規定を免除さ

れるが、同法 は、被雇用者が他に免除されていない限り、週に40時間を超

えて働いた場合、被雇用者に通常の賃金の1.5倍以上を支払うことを雇用

者に義務付けています。

公正労働基準法（FLSA）は最低賃金を定めています。雇用者は、各被雇

用者の正確な勤務時間と給与記録を3年間保存し、各給与期間に各被雇

用者に給与明細書を提供することが義務付けられています。移民および季

節農業労働者は、賃金、住居、交通、情報開示、記録保持に関する基準を

定めた「移住/季節労働者法（Migrant and Seasonal Worker Protection Act:

MSPA）」によって保護されています。雇用者は、被雇用者への賃金の支払

いを少なくとも 2週間ごと、または半月ごとに行わなければなりません。

公正労働基準法（FLSA）の農業に関する若年者雇用規定は、16歳未満の

作業者が行うことのできる職種および働くことのできる時間を制限していま

す。14歳および15歳の若年作業者は、危険でない農業の仕事に、学校の

授業時間外に就くことができます。州にも独自の青少年雇用規定があり、

より保護的な基準（州または連邦）が多くの場合に適用されます。71

人種、肌の色、宗教、性別、または国籍に基づく雇用差別を禁止します。
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 3.3.2.2  同じ事業所で実質的に同等の作業を遂行する男女を性別に基づく賃金差別から守ります。

3.3.2.3 40歳以上の個人を守ります。

3.3.2.4  障害を持つ適格な個人に対する雇用差別を禁じます。 

3.3.2.5 遺伝情報に基づく雇用の差別を禁じます。

3.3.2.6 被雇用者の選考過程に関するガイドラインを提供します。

3.3.2.7 宗教的差別からの保護には、宗教上の慣習を合理的に受け入れることを含みます。

3.3.3  

3.3.4   

3.3.4.1 

3.3.4.2

3.3.4.3

3.3.4.4

3.3.4.5

 

 

3.3.5   

生産者は、農業の移住/季節労働者への保護措置を規定する移住/季節労働者法

（Migrant and Seasonal Agricultural Worker Protection Act）73 を順守します。適用法

規が求める採用・雇用手法に従います。農場労働請負人は、アメリカ合衆国労働省

（DOL）に登録することが義務付けられています。MSPAは、いかなる方法の脅迫や解

雇、差別でもそれを受けることなく、賃金・時間部門に苦情を申し立てる権利、民事訴

訟を起こす権利、調査または訴訟に証言または協力する権利を作業者に与えていま

す。

生産者は、以下に列挙する手段を含め、いかなる種類の強制労働も利用しないという

点で、強制労働廃止法（Abolition of Forced Labor Act）74を順守します。

生産者は、移民資格にかかわらず人身取引の被害者に保護と支援を提供する人身

取引被害者保護法（Victims of Trafficking and Violence Protection Act）75 を順守しま

す。

政治的威圧もしくは教育の手段、または既成の政治、社会、経済システム

に反対する政治的見解を持っていたり表現したりすることを罰する手段とし

て。

経済発展を目的として労働力を動員・使用する手段として。

労働規律の手段として。

ストに参加した罰として。

人種的、社会的、国家的、もしくは宗教的な差別の手段として。
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3.3.6   

3.3.7   

3.3.8  

3.3.9   

3.3.10

生産者は、適用される連邦および州の法律に従い団体交渉を行う権利を含む労働者

の団結権を認めます。76

生産者は、農場、ビジネス、コミュニティ、および州や国の組織など、産業のあらゆるレ

ベルで指導的地位に女性を求め、採用し、昇進させる継続的な取り組みを積極的に支

援します。数多くの女性がこれらの組織で指導的立場にあり、しばしば業界を代表して

講演を行っています。

米国連邦法は、米国内のすべての民間および公的部門の従業員をセクシャル・ハラス

メントから守っています。公民権法第VII編の1991年の改正により、セクシャル・ハラス

メントの被害者は損害賠償訴訟を起こすことができます。職場でのセクシャル・ハラス

メントの被害者は、「雇用機会均等委員会（Equal Employment Opportunity

Commission: EEOC）」または州や地域の公正雇用慣行局（Fair Employment Practices 

Agency: FEPA）に苦情を申し立てるか、ハラスメントを行った者に対して私的な訴訟を

起こすか、またはハラスメントを行った者による個人的な傷害の損害に対して不法行

為の訴訟を起こすことができます。

米国連邦労働法は、すべての農業被雇用者が自身の仕事の労働条件に関する情報

を受け取ることを義務付けています。その地域に永住していないすべての労働者と、

書面の契約書を求める正規労働者に書面の契約書が手交されなければなりません。

契約は、被雇用者が理解できる言語で書かれた書面でなければならず、仕事の場所、

種類、 期間、 賃金や単価、手当、費用、その他の労働条件を記載しなければなりませ

ん。

「医療保険制度改革法（Affordable Care Act: ACA）」は、従業員が50人を超える企業に

対し、週30時間以上働くフルタイムの従業員に健康保険を提供することを義務付けて

います。ACAの下では、労働者は健康保険に加入しなければならず、そうしないと、免

除適格でない限り、税制上の罰則受けることになります。適用除外には、経済的困難

、収入、保険料の手頃さ、宗教的良心、投獄、不法滞在状況などがあります。移民の

季節労働者と合法的に滞在しているすべての移民は、公的医療保険取引所（PHIE）で

保険を購入することができます。
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3.4 と の 全

3.4 

3.4.1  

3.4.1.1

3.4.1.2

 

ベンチマークと意欲的な目標

農業コミュニティの社会的・経済的安定性と幸福は、農業のサステナビリティにとって極めて重

要である。 フィールド・トゥ・マーケットでは、「労働者の安全（Worker Safety）」（米国労働統計局

の労働者の病気、怪我、死亡率で測定）を含む5つの社会経済的な国家規模の指標を開発し

ました。78 農業コミュニティは、農業活動の不適切な管理によっても影響を受け、潜在的に損害

を受ける可能性があります。労働者と公衆の安全のインパクト・カテゴリー順守基準は、労働者

の安全と幸福、および公衆の安全と幸福の向上に貢献します。米国の大豆生産者は、農業労

働者と公衆の健康と福祉を守るために、適用される地域、州、連邦の規制を順守します。

インパクト・カテゴリー順守基準

米国の大豆農家は、以下のセクションでさらに明確になるように、労働者と公衆の安

全の分野における連邦、州、および地方の法律を尊重し、順守します。生産者は、地

元のUSDAサービスセンター、大学の農業普及サービス、国および州の大豆チェック

オフおよび協会を通じて、この分野に関連する国および地域の法律および規制につい

て常に情報を入手しています。

生産者は、毎年の農薬の安全訓練、農薬散布の通知、個人防護器具（PPE）の使用、

農薬散布後の立入禁止期間、除染用具、緊急時医療支援等に関する規則を守りなが

ら、米国環境保護庁（EPA）の「農薬に関する作業者保護基準（Worker Protection

Standard for Agricultural Pesticides）を順守します。

農薬をスプレーまたは燻蒸剤、ミストまたは霧としてエアブラスト散布する

かどうかにかかわらず、散布装置から水平に100フィートの散布除外ゾーン

が必要です。環境保護庁の作業者保護基準の規則にある除外ゾーンに人

がいた場合には散布を中止しなければなりません。

大豆生産者の被雇用者、具体的には農薬取扱者および農業作業者は、職

業上の保護と訓練を提供するWPSの対象となります。WPSの要件には、農

薬散布時に作業者やその他の人を圃場や立入禁止ゾーンに入れないよう

にすること、立入制限間隔（REI）を実施すること、ラベル情報へのアクセス

を提供すること、個人防護具を提供すること、口頭での警告または警告標

識によって作業者に通知することなどが含まれます。水上や水辺で農薬を

散布する人には、水質浄化法（CWA）の許可が必要である。農薬散布者が

ラベルの制限に従わない場合は、州やEPAによる強制の対象となることが

あります。80
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3.4.3.1 

3.4.3.2

3.4.3.3

3.4.3.4

生産者と被雇用者は、農薬の取り扱い、保管、散布に関する適合を維持し、農薬のラ

ベル上の注意事項に従い、連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法（Federal Insecticide,

Fungicide and Rodenticide Act: FIFRA）81 を順守します。

生産者は、職場の暴力ガイドラインを含む、安全で衛生的な労働条件を保証する「労

働安全衛生法（Occupational Health and Safety Act: OSHA）82　を順守します。OSHAは

以下の保護を提供します。

OSHAは、雇用者が危険、傷害を防ぐ方法、ならびに自分の職場に適用され

るOSHAの基準に関する訓練を、被雇用者の理解する言語で提供するべきと

規定しています。被雇用者は、安全の規制を順守しない場合には解雇される

ことがあり、また被雇用者がOSHAの規制に従わない場合、雇用者は法的に

リスクを負います。

米国連邦法は、健康上・安全上の危険のない安全な職場を得る権利を労働

者に与えます。被雇用者は報復の恐れなく危険を報告する権利を有する。ま

た、労働安全衛生局 (OSHA) の検査を要請する権利があり、検査官と話すこ

とができます。

労働安全衛生法（OSHA）により、雇用者は安全で健康的な職場環境を提供

しなければなりません。OSHAは、従業員が必要な安全装備を受け取り、有

害化学物質から保護され、 安全な機械で作業することを義務付けています。

被雇用者は、労働環境が安全でない、あるいは健康に良くないと思ったら、

雇用者に注意を促すべきです。被雇用者はいつでもOSHAに苦情を申し立て

ることができます。雇用者が安全でない状況を知らされても是正せず、労働

者が合理的な代替手段を持たずに危険な状況に身をさらすことを誠実に拒

否した場合、その労働者はその後の報復から保護されます。83

OSHAの臨時労働者キャンプ基準は、恒久的な住居がない労働者のために

雇用者が一時的に提供する仕事関連の住居に適用されます。この基準は、

移民農業労働者に住居を提供する雇用者に適用される。敷地と住居は安全

で衛生的でなければなりません。シェルターは風雨から保護されていなけれ

ばならず、一人当たりのベッド、温水と冷水の水道、換気のための窓の開閉

が可能であることという最低条件を満たさなければなりません。共同の調理

施設が使用されるキャンプでは、密閉されたスクリーンのあるシェルター内

に、10人または2家族につき1台の割合でコンロが提供されなければならず、

食品を保存・調理するための衛生設備が提供されます。作業者が調理、居

住、就寝する部屋では、1人当たり最低100平方フィートの広さを確保するとと

もに、食品を保存・調理するための衛生設備が提供されます。
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 3.4.3.5 

 3.4.3.6 

3.4.4 

3.4.5
 

3.4.6  

3.4.7   

3.5 地域

その基準では、トイレ設備、洗濯設備、手洗い設備、入浴設備の数と清潔さ

が規定されており、照明、ごみ処理、昆虫・げっ歯類の駆除、応急処置設備

の要件も規定されています。住居にかかる費用は、妥当なものでなければ

ならず、労働契約書に開示されなければなりません。84

雇用者は、現場で働く被雇用者に、勤務時間中ずっと、飲料水を提供する

義務があります。

雇用者は、合理的で予見可能なすべての緊急医療状況に対応できるよう

緊急連絡先の詳細がすべての被雇用者周知されていることを確認し、農場

でカンタンにアクセスできるようにします。

生産者は、暴行殴打を禁止する連邦および州の規制に従います。

生産者は、大気資源を保護し高めて一般市民の健康と福祉を推進する大気浄化法

（Clean Air Act）とその改正法を順守します。85

生産者は、有害廃棄物、非有害固形廃棄物および地下貯蔵タンクを管理する資源保 

全回収法（Resource Conservation and Recovery Act）を順守します。86

生産者は、飲料水の水源である地表水および地下水の汚染を防止することで一般市

民の健康を守るため、安全飲料水法（Safe Drinking Water Act）」を順守します。87

ベンチマークと意欲的な目標

地域社会との関係の影響度カテゴリー・順守基準は、大豆生産者と彼らが関わる地域社会と

の良好な関係を 促進・維持することを目的としています。
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3.5 

3.5.1   

3.5.1.1 

3.5.1.2

3.5.2  

3.5.3   

3.5.3.1  

3.5.3.2
   

現在、米国政府により実施・

 執行される地役権により

  180万ヘクタール以上が保

   護されている。131

環境品質奨励プログラム

（Environmental Quality

  Incentive Program: EQIP）は、

   養分管理、保全耕起、被覆作

    物、耕地縁のフィルタースト

     リップ等の保全手法を採用

       する農家に資金提供する。

        2009～2020年の間に、全米

         5,620万ヘクタール以上で保

          全手法を設計・実行するた

           め、174億米ドル以上がEQIP

             に使われている。132

米国の大豆農家は、以下のセクションでさらに明確になるように、地域連携の分野お

ける連邦、州、および地方の法律を尊重し、順守します。生産者は、地元のUSDAサー

ビスセンター、大学の農業普及サービス、国および州の大豆チェックオフおよび協会を

通じて、この分野に関連する国および地域の法律および規制について常に情報を入

手しています。

生産者は、大豆生産を目的として土地を利用するために、土地の所有権、借地権、ま

たは その他の法的取り決めの証拠書類を有する必要があります。

連邦用地政策管理法（Federal Land Policy and Management Act）は、許可

もしくは賃貸の取り決めのない利用から公有地を守ります。88

土地利用の諸契約は、州の制定法および合衆国のコモンローに準拠しま

す。土地利用に関する紛争を調停する仕組みとなるのは、合衆国の法廷制

度です。

生産者は、USDA自然資源保全局（NRCS）とアメリカ合衆国農地トラスト農地情報セン

ター（American Farmland Trust Farmland Information Center）89　を通じて、農地の保護

とスチュワードシップに関する情報を入手することができます。同センターでは、統計、

法律、組織 へのリンク、文献、技術ツールのほか、州に固有のリソースも提供していま

す。さらにUSDA NRCSは、農場と牧場の土地保護プログラム（Farm and Ranch Lands 

Protection Program (FRPP): FRPP）を通じて、生産性の高い農地を農業用途で維持す

るための開発権購入を支援する資金を提供しています。90　米国農地トラスト（America 

Farmland Trust）91　は、保全地役権プログラム、農業を念頭に置いた計画的な成長、ス

チュワードシップと 保全活動を通じて、農地を保護するためのプログラムと方針を確立

しています。

生産者は地域社会との関わりを持ち、地域の人々と生産者の間での懸念や苦情、そ

の他の不満の原因に関する意思疎通に理解が得られ、協力的な方法で対処されるよ

うにする必要があります。

緊急事態計画および地域社会の知る権利に関する法律（The　Emergency 

Planning and Community Right-to know Act: EPCRA）は、社会における有

害物質に対する住民の意識と対応を支援します。92

USDAの協同普及システム事務所は、標準的な農業手法に関して、研究に

基づく情報を提供する全国的な教育ネットワークです。
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3.5.3.3

3.5.3.4

3.5.4  

3.5.5  

3.5.6   

3.5.7   

3.5.8   

3.5.9  

環境保護庁の水データツールである「私の水路はどうなっているのか

（How’s My Waterway）93」は、流域汚染の可能性に関する情報を提供して

います。

生産者は、地域の保全と環境問題に取り組むために農地所有者と生産者

で構成される地域資源計画グループの発展を支援します。

生産者は、12年生までの全ての子供に対する無料の公教育を、税金を使用して支援

します。

生産者は、農業実務に関する、研究に基づく情報を提供する全国的な教育ネットワー

クであるUSDA協同組合拡張制度を通じて、農業関連の教育プログラムを支援します。

地域レベルでは、生産者は4-H青少年教育プログラムを支援します。このプログラム

は、すべての青少年に機会を平等に与えることを使命としている。4-Hは子供たちにコ

ミュニティ、メンター、学習の機会を提供し、STEMプログラム（科学、技術、工学、数

学）、健康的な生活、市民参加など、生活や地域社会にポジティブな変化をもたらすた

めに必要なスキルを身につけさせます。現在、4-Hの会員数は600万人を超え、約5万

人のボランティアが活動しています。94

生産者は、全米FFA（米国の未来の農業者）組織（FFA）を支援しています。FFAは、農

業の科学、ビジネス、技術の分野でリーダーシップを発揮し、キャリアを積むことを目

的とした青少年のための主要な組織です。現在、全米50州とプエルトリコにある8,500

の地方支部に70万人の会員がいます。95

USDA外国農務局（FAS）96は、開発途上国の農業システムと貿易能力の向上を支援す

るプログラムを運営しています。FASは、米国国際開発庁と協力して、米国の食糧援

助プログラム、および飢餓の削減と、特に女子の識字率向上を目的とした教育プログ

ラムを運営しています。プログラムには、「進歩のための食糧のプログラム」、「地方と

地域の食糧支援調達プログラム」、「マクガバン・ドール教育のための食糧プログラ

ム」、「ビル・エマーソン人道的トラスト」などがあります。

USDA食糧・栄養局は、子供や低所得者に食料や健康的な食事、栄養教育を提供す

ることで、米国の飢餓を減らすために15の連邦栄養補助プログラムを運営していま

す。プログラムには、女性・乳児・子供のための特別補助栄養プログラム（WIC）、補助

栄養支援プログラム、学校給食、夏季給食などがあります。
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3.5.10   

3.5.11
 

生産者は、米国が引き続き世界貿易機関（WTO）に加盟することを支持し、貿易紛争

仲裁や強制措置を実施するWTOの権限を支持します。

連邦法は贈収賄と不正行為を禁止し、ビジネス上の利害の衝突を制限します。
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指令4
生産手法の継続的改善と環境保護管理
施策と規則

国連の持続可能な開発目標
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4.1 

4.1.1  

4.1.1.1

4.1.2 

4.1.2.1

4.1.2.2

4.1.2.3

4.1.2.4

4.1.2.5

保全休耕プログラム

 （Conservation Reserve

   Program: CRP）―　土壌浸

   食に脆弱な農地や、野生生

     物の生息地として重要な農

      地を長期的に確保するため

       の資金援助を行うことで、最

        も影響を受けやすい地域を

         保護するものである（2019年

           時点で840万ヘクタールが

           登録）。133

現在、2,000以上のパート

 ナーが、地域保全パート

  ナーシップ・プログラム

   （Regional Conservation

     Partnership Program:

      RCPP）を通じて、地域レベ

       ルでの保全手法を実行する

        ため活動している。134

ベンチマークと意欲的な目標

継続的な改善には、技術的な改善と革新が必要です。米国の大豆生産者は、現在の最良の管

理手法を継続的に採用し、新しい手法や技術の開発を採用・支援することで持続可能性を向上

させることができます。

影響度カテゴリー順守規準

生産者は、収量、水使用量、農薬使用量、土壌の健康状態、水質を最適化し、野生生

物の生息地を改善するために、必要に応じて最良の管理手法を活用します。

NRCSは、保全活動の成果を監視し、土壌侵食、土壌の健康状態、炭素隔

離、野生生物の生息地、湿地帯の回復、養分効率、水質、灌漑効率、地下

水保護、森林再生の改善を奨励するいくつかのプログラムを維持し

ます。97

生産者は、作物生産を向上させる革新の開発を継続的に採用・支援します。

遺伝学とバイオテクノロジー：進歩により、生産者は収穫量を維持または向

上させつつ、耕作地、農薬使用量、燃料消費量、GHG排出量を削減できま

した。

機器：改良された不耕起ドリル、大豆を組み合わせるためのドレーパー・

ヘッド、空中播種機、繁忙期の肥料散布用Yドロップス等の改革によって作

付けと収穫の速度が高まったことで効率が改善されました。

テクノロジーとデータ：精密農業技術、全地球測位システム(GPS)、収量モ

ニター等の技術改善により管理データが改善され、生産者がコストと収量を

最適化するのに役立っています。

気象予測：より正確な天気予報と記述改善により、現場や遠隔地での予報

データへのアクセスが可能になり、生産者は、意思決定を改善し、リスクを

低減し、作物が必要とするものをより正確に提供できるようになります。

穀物の用途の拡大：より付加価値の高い農産物により、生産者の国内外で

の販売機会が拡大します。
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4.1.3 

4.1.3.1 

4.1.3.2 

4.1.3.3
  

4.1.3.4
 

4.1.3.5

 

4.1.3.6

4.1.4 

 4.1.4.1

4.1.5  

4.1.5.1 

4.1.5.2

生産者は、作物管理を改善する改革の開発を継続的に採用・支援します。

クラウドコンピューティングにより、増大するデータの保存、管理、リモートア

クセスが可能になり、作物管理の意思決定が改善されます。

拡張可能なサステナビリティ・ソフトウェアにより、生産者は圃場の様々な管

理オプションをモデル化し、比較することができるようになります。

ロボットシステムは、労働力管理、収穫後の処理、サプライチェーン物流、

機器操作を支援することができます。

衛星画像により、生産者は遠隔地で作物を監視し、ほぼリアルタイムで管

理上の決定を行うことができます。

ハイパースペクトル画像分光法（HIS）の向上と、農作物のグローバル・ハイ

パースペクトル画像スペクトル・ライブラリー（GHISA）98 の開発により、世界

的に農作物のモデリング、マッピング、モニタリングが改善されます。

スマート排水システム、圃場内センサー、地下灌漑、農場での灌漑用貯蔵・

再利用により、水管理と灌漑が改善されます。

生産者は、大豆のサステナブルな生産を向上させる改革の開発を継続的に採用・支

援します。

エネルギー利用量とGHG排出量を削減するために、クリーンエネルギー技

術、エネルギー貯蔵、エネルギー効率、二酸化炭素の回収手段を可能な限

り採用する必要があります。

継続的改善は、規模に関わらず、米国の自然資源の保全と農業生産の維持に関心

のあるグループや個人が利用できる様々な規制された保全プログラムと技術移転シ

ステムによって支えられています。99 利用可能なプログラムには、以下が含まれます。

「保全休耕プログラム（Conservation Reserve Program: CRP）」は、土壌浸

食に脆弱な農地や、野生生物の生息地として重要な農地を長期的に確保

するための資金援助を行うことで、最も影響を受けやすい地域を保護する

ものです。（2019年時点で840万ヘクタールが登録）100

「保全スチュワードシップ・プログラム（Conservation Stewardship Program: 

CSP）」は、新しい保全手法の採用による農場でのさらなる改善のための資

金を提供することで、事業全体での保全実績に対して生産者に報奨を与え

ることとします。

保全休耕プログラム

 （Conservation Reserve

   Program）–経営全体にわ

   たり保全活動を行う生産者

    に報奨を与える。135

2009～2020年の間に、全米

 5,620万ヘクタール以上で保

  全手法を設計・実行するた

   め、約118億米ドル以上が

    保全スチュワードシップ・プ

      ログラム（Conservation

       Stewardship Program）に

        使われている。スチュワード

         シップ契約には、2021年、

          1,820万ヘクタール以上が

           登録されている。136
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4.1.5.3

4.1.5.4

4.1.5.5  

4.1.5.6 
 

4.1.5.7
   

4.1.5.8
   

4.1.6 

環境品質奨励プログラム

（Environmental Quality 

Incentive Program）は、現在

も稼働中の農地の環境品質

を向上させるための資金支

援と技術支援を提供する。

（2017年、2018年、2019年、

2020年には1,970万ヘクター

ルが登録された。）137

環境品質奨励プログラム（Environmental Quality Incentive Program: EQIP）

は、現在も稼働中の農地の環境品質を向上させるための資金支援と技術

支援を提供します。

地域保全パートナーシップ・プログラム（Regional Conservation Partnership 

Program:　RCPP）は、休耕、地役権、部分的な圃場での手法、稼働中の農

地での保全手法を奨励することで地域や流域レベルでの問題を解決する

べく、連邦政府とパートナー団体の両方から提供された資金を地域の特定

プロジェクトに、技術支援と合わせて提供します。

保全効果評価プロジェクトは、保全手法やプログラムが環境に与える影響

を定量化し、環境の質のために農地の景観を管理する科学的基盤を構築

しています。101　プロジェクトの調査結果は、USDAの保全政策やプログラム

開発の指針となり、保全活動家や農家、牧場主がより多くの情報に基づい

て保全活動を決定するために利用されています。

景観への取り組みは、水や空気の清浄化、土壌の健全化、野生生物の生

息地の強化など、自主的な保全プログラムの利益を促進するために使用さ

れています。現在、NRCSは、野生生物、水、生態系、花粉媒介者、林業の

ために全米で10の景観への取り組みを実施しています。102

生産者は、最良管理事例の技術移転を数多くの情報伝達の仕組みを通じ

て得られることができます。その仕組みとは認定作物アドバイザー

（Certified Crop Advisor）、ディスカバリーファーム （Discovery Farm）、特定

の地域と土壌の種類に合わせた作物の輪作に関するオンラインデー タ、農

場区画の見学、試験圃場と調査圃場のための日、戦術的農業プログラム

（Tactical Agriculture Program）などです。

地域の土壌や条件に合わせて個別化された現地事務所の技術指針

（Field Office Technical Guides）は、生産者によるより良い生産や保全対策

を可能にするために利用することができます。103　多くの地域の動植物に関

する野生生物生息地評価ガイドもあります。

生産者は、国や地域の関連法や規制について常に情報が得られます。法規制に関する

主な情報源としては、地域のUSDAサービスセンター、大学の農業普及サービス、国や州

の大豆チェックオフや協会などがあり、これらの組織はすべて、出版物、ウェブサイト、郵

便物を通じて定期的に情報を発信しています。

環境品質奨励プログラム（Environmental Quality Incentive Program:EQIP）は、現在も稼

働中の農地の環境品質を向上させるための資金支援と技術支援を提供します。
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4.1.7 

  

4.1.8

地域保全パートナーシップ・

プログラム（Regional 

Conservation Partnership 

Program）は、連邦政府と

パートナー団体の両方から

提供された資金を地域の特

定プロジェクトに、技術支援

と合わせて提供する。（2019

年末時点で3,000を超える

パートナーと375の現地プロ

ジェクトを通じて1,000万ヘク

タールが恩恵を受けた。）138

全米保護地域協会（National Association of Conservation Districts）は、米国の3,000

区の保護地域ならびに委員会で自発的に委員を務める17,000人を代表する。保護地

域とは、州レベルで自然資源管理プログラムを実行するため、当該州法の下に設立さ

れた行政区分です。104

USDAの気候ハブは、農家、牧場主、森林の土地所有者が、評価、実演、干ばつ資

源、生態系サービス、研究データを用いて、土地に留まるのに必要な生産性と収益性

を維持するための戦略を策定するのを支援します。105
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90％を超える米国の大豆生産者が米国ファーム・プログラ

ムに参加しており、監査の対象となっています。過去4年

間、年間平均22,000件の監査106が行われています。

毎年の内部監査は、生産者によって行われています。

独立第三者機関による生産者の監査は、生産者が行う内

部監査の正確性を保証するために行われます。第三者監

査は、米国農務省（USDA）自然資源保全局が、全米2,500

以上の事務所に技術スタッフを配置し、毎年実施していま

す。

1.

2.

3.

生産者による毎年の内部監査

EUSDA農場プログラムの特典を受けている各生産者は、コ

ンプライアンスに関する年1回の内部監査を実施するよう義

務付けられており、生産者は、様式1026を使用して、この監

査の書類を農務省（USDA）農家サービス局（FSA）に提出す

る必要があります。FSAは、その生産者がUSDAプログラム

に参加する前に、書類の審査・承認を行う必要があります。

独立第三者機関による生産者の監査

全国的なコンプライアンスを確実にするために、毎年1回、第

三者監査が実施されます。第三者監査は、USDA自然資源

保全局（NRCS）が、全米2,500カ所以上の事務所の技術分

野エージェントを使って実施します。

平均して、毎年USDAは22,000の農地をランダムで選択し、

現地でコンプライアンス調査を行っていますが、この数は全

国レベルでのコンプライアンスを正確に評価するのに十分な

数です。後述するように、USDAが生産者のコンプライアンス

に疑問を持った場合や、USDA監察総監室（OIG）のホットラ

イン苦情システムを通じて生産者がコンプライアンスを喪失

している可能性があると通知された場合には、追加のレ

ビューが実施されます。107

現地農場でのコンプライアンス調査のリストは、州およびと

郡によって分けられます。  

地域レベルのコンプライアンス調査リストを受領次第、NRCS

の地域保全担当官はそのリストを見直し、地元のFSA事務

所と照合します。各郡に所属するFSAの職員は、各自の郡で

選ばれた生産者のリストを管理します。区画番号を確認し、

必要に応じて所有者の変更や農場の組織変更を考慮して現

地事務所が更新します。USDAのNRCS職員は、コンプライア

ンスを評価するために各現場を訪問し、年間を通じて監査を

実施します。

全米レベルの選択リストで明らかにされている生産者のみ

が監査を義務付けられていますが、全米レベルの選択リスト

で明らかにされていない生産者でも、USDA職員が州と郡レ

ベルでコンプライアンスに疑問を持つ事由がある場合や、

NRCSやFSAがOIGからホットライン照会を受けた場合には、 

抜き打ちでチェックすることがあります。

過去5年間にNRCSが提供した情報は、以下のコンプライア

ンス調査のデータを示します。108

監査の実施方法を規定する規則は、NRCS文書である食料

安全保障法マニュアル（National Food Security Act Manual）

で定められており、USDAの監査総監室（OIG）と米国会計検

査院（GAO）が必要とみなした場合には、さらに審査と監督を

受けます。

• 2016 :  21,716 コンプライアンス調査 –

  2.2% 不順守

• 2017 :  23,944 コンプライアンス調査 –

  2.0% 不遵守

• 2018 :  23,891 コンプライアンス調査 –

  1.3% 不遵守

• 2019 :  19,322 コンプライアンス調査 –

  1.4% 不遵守

• 2020 :  23,381 コンプライアンス調査 –

  1.5% 不遵守
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独立第三者機関による監査の過程と資格

監査の過程と監査機関に関する詳細な説明がNRCSの文書

である「食糧安全保障法マニュアル （National Food Security

Act Manual）」の510章から520章に記載されています。109

518章と519章には、コンプライアンスの調査の実施方法と品

質保証の維持方法が記載されています。

監査はUSDAの認可のもとで各区域の全国データベースか

ら無作為に選択されます。監査は、以下の項目に定めるよう

に各州内でコンプライアンス調査を実施する州環境保全担

当官（the State Conservationist）の決定に基づき行われます。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

下院教育労働委員会ならびに労働者災害補償保険に関

するコンプライアンスの状況について評価する上での知

識、技能、および能力：コンプライアンス調査を行うのに必

要な訓練を受けており、現在、知識、技能、および能力を

有する職員が群内にいない場合には、「地域環境保全担

当官（the Area Conservationist）」もしくは州技術委員会

（State Technical Committee: STC）が別の職員にその郡

に関する責任を担わせます。

州環境保全担当官または指名を受けた者は、コンプライ

アンス調査の手順が確実に518章および519章、ならびに

品質管理マニュアルに適合するようにします。

州環境保全担当官または指名を受けた者は、相違につい

ての要求に係る行動が指定の期限内に確実に実施され

完了するようにします。

州環境保全担当官または指名を受けた者は、政策の実

行が州内および隣接する州において確実に矛盾がなく一

貫しているようにします。

州環境保全担当官または指名を受けた者は、品質の調

査において明らかになった欠陥に対処する是正措置が確

実にとられるようにします。

州環境保全担当官または指名を受けた者は、さらなる調

査が必要かどうかを判断します。

7.

8.

SGSは、上述のUSDA自然資源保全局（NRCS）の監査過程

に関する調査を行いました。目的は、特に監査人およびその

訓練、ならびにプログラムの全体像について、

ISO17021-1:2015に準拠しているかを 評価することです。

マニュアルや組織図、地図、監査時のコンプライアンスの過

程などの文書類の調査に基づき、監査人はNRCSが

ISO17021-1:2015の8つの基本的な基準について同等要件

を満たしていると判断しました。

州環境保全担当官または指名を受けた者は、欠陥を是正

するための訓練およびフォローアップを行います。

州環境保全担当官または指名を受けた者は、不正行為、

浪費および不正使用の可能性がある事例を特定します。
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国際認証
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大豆輸出持続可能性有限責任会社（Soy Export

Sustainability, LLC: SES）は、米国大豆について出荷ごとに

記録および文書情報を提供します。本プロトコルに準拠した

米国大豆のマスバランス（物質バランス）計算が証明書の

発行時点までに適切に行われていたことを、準拠大豆の

バッチ（出荷単位のまとまり）についてその輸出時に保証す

るために、本プロトコルでは以下が義務付けられています。

1.

2.

3.

4.

5.

SESは、本プロトコルの作成者・所有者・運営者の役割を

努め、公認監査機関が提供した情報を基に、本プロトコル

に準拠している米国大豆の合計量を毎年割り出します。

a. この算出は、当該グループがプロトコルに記入した大豆 

　 生産面積（エーカー単位）の合計数とグループが記録し

　 たエーカー当たりの平均収量の計算を基本とします。

この情報は、インターネットでアクセス可能なデータベース

（以下、「データベース」）に所在する記録システムを経由

して管理されます。

本プロトコルに基づいて輸出され、データベースに記録さ

れてそれに適合する米国大豆の各バッチに対し、独自の

証明書が作成されます。

データベースを利用する運送業者は、米国大豆のそれぞ

れの輸出品に添付される独自の識別番号別文書に関す

る必要情報を提供する事業体別の記録を作成・管理しま

す。

本プロトコル適合証明書を受領するために、認証大豆を

輸送しようとする運送業者または輸出業者は、以下を行

わなければなりません。

a. アメリカ大豆サステナビリティ保証プロトコル (SSAP認証)

　 のユーザーとして登録する。

b. 運送業者別の安全記録をデータベース上に作成する。

c. 運送業者別の安全記録に出荷別情報を記載する。

   運送業者が作成・管理する記録には、米国からの大豆

　 の出荷の量と日付が最低限含まれます。運送業者は追

　 加情報を記録することがあります。

 　　

6.

7.

8.

SGSは、上述のUSDA自然資源保全局（NRCS）の監査過程

に関する調査を行いました。目的は、特に監査人およびその

訓練、ならびにプログラムの全体像について、

ISO17021-1:2015に準拠しているかを 評価することです。

マニュアルや組織図、地図、監査時のコンプライアンスの過

程などの文書類の調査に基づき、監査人はNRCSが

ISO17021-1:2015の8つの基本的な基準について同等要件

を満たしていると判断しました。

d. SESの米国大豆の出荷量と日付へのアクセスを許可す

　 ることに同意する。

本プロトコルで認証された大豆のそれぞれの出荷には、

独自の識別番号が付いた出荷別文書（運送業者の記録

から特定情報が記載されている）と、大豆の特定バッチが

公認監査機関によって検証された本プロトコル準拠大豆

の分量から得られたもので、マスバランス（物質バランス）

計算方法のCoC認証（生産・流通・加工過程の管理認証）

に従っているという SESの証明書が添付されます。

当該バッチが公認監査機関によって検証された本プロトコ

ル準拠大豆の分量から得られたもので、マスバランス（物

質収支）計算方法のCoC認証（生産・流通・加工過 程の管

理認証）に従っていない場合、あるいは証明書によって、

大豆の出荷が公認監査機関によって検証された本プロト

コル準拠大豆の分量を超えることになる場合、どんな状況

であっても、運送業者に証明書が発行されることはありま

せん。これによって、SES発行の証明書に記載されている

本プロトコル準拠大豆の量は、（上記項目1で記録した）シ

ステムに入力した本プロトコル準拠の合計量を超過するこ

とは決してありません。

SESは、米国からの大豆出荷の量と日付を用いて、本プロ

トコルに関する必要な報告を管理・提供します。大豆輸出

持続可能性有限責任会社（Soy Export Sustainability,

LLC）は、ウェブベースのシステムが利用できなくなったと

きに備えて、文書発行・記録用のウェブサイトと代替・バッ

クアップシステムも管理します。
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追加情報



自然資源保全局（NRCS）と全国農業統計局（NASS）は、米国において信頼のおける農業生産を保証す

るために活動する重要な機関です。

自然資源保全局

http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/site/national/home/

自然資源保全局（NRCS）の使命は、土壌、水、および関連する自然資源の保全において、国全体を主導

することです。NRCSはUSDA傘下の組織として、全米の土地所有者および土地管理者に対して、バラン

スの取れた技術支援および協力的な保全プログラムを提供します。USDAは、保全およびコンプライアン

スの職員を10,000人雇用し、2,500カ所を超える保全事務所に配置するなど、農業保全活動に年間約60

億ドルを投資しています。

全国農業統計局

http://www.nass.usda.gov/index.asp

全国農業統計局（NASS）はタイムリーで、正確で、有用な統計を米国の農業に役立つよう提供します。

USDAのNASSは、毎年何百という調査を行い、米国の農業のほとんどあらゆる面を網羅する報告書を作

成します。ほんの一例を挙げると、食料と繊維の生産と供給、農業者の支払価格と受取価格、 農場の労

働と賃金、農業金融、化学物質の使用、ならびに米国の生産者の人口動態変化などがあります。

48
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持続可能性の目標
米国大豆業界の継続的な改善に向けて



50

全米大豆基金財団（USB）、米国大豆協会（ASA）ならびに米国大豆輸出協会（USSEC）を含む米国大豆

生産者団体一同は、環境、経済および社会部門の重要達成度指標（KPI）の改善を通して米国大豆の持

続可能性をさらに高める全国戦略に同意しました。

米国の大豆生産者団体一同は、これらの目標を確実に達成できるよう、研究、地域社会への働きかけ、

測定に資源を集中させることを約束します。フィールド・トゥ・マーケットは、USDAおよびその他の公的な

情報源からの全国規模のデータ2000件に基づき、全国的なベンチマークを測定しています。そのベンチ

マークは、米国大豆に関し、土地利用、土壌侵食、エネルギー利用および温室効果ガス排出量という観

点から見た、生産単位当たりの資源利用量・影響度を測るものです。このフィールド・トゥ・マーケットのプ

ロセスは、大豆生産地域全域の効率を改善し、影響を軽減します。

米国の大豆生産者団体一同の持続可能性に対する熱意ある取り組みは、USDAが75 年以上前に創設し

た保全プログラムに根差した長期的な約束です。米国の大豆生産者団体一同は、持続可能性とは継続

的な改善を特徴とすることと認識しています。

米国の大豆生産者は2025年までに以下を達成することを目標とします。

• 土地利用に対する影響を10％削減する（1ブッシェル当たりのエーカー数で測定）

• 土壌侵食を25％削減する（1ブッシェル当たりのトン数で測定）

• エネルギー利用効率を10％高める（ブッシェル当たりのBTUで測定）

• 温室効果ガスの総排出量を10％削減する（CO2換算の年間排出量で測定。単位はポンド）
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脚注
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